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今
後
の
高
年
齢
者
雇
用
対
策
に
つ
い
て
検

討
を
行
っ
て
き
た
労
働
政
策
審
議
会
（
厚
生

労
働
相
の
諮
問
機
関
）
の
雇
用
対
策
基
本
問

題
部
会
（
部
会
長
＝
大
橋
勇
雄
・
中
央
大
学

大
学
院
戦
略
経
営
研
究
科
教
授
）
は
昨
年

一
二
月
二
八
日
、
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用

を
企
業
に
義
務
付
け
る
報
告
書
を
ま
と
め

た
。
今
後
の
方
向
性
と
し
て
、
生
涯
現
役
社

会
の
実
現
に
向
け
た
環
境
の
整
備
に
も
踏
み

込
ん
だ
。
厚
生
労
働
省
は
報
告
書
に
基
づ
い

た
高
年
齢
者
雇
用
制
度
の
改
正
案
を
通
常
国

会
に
提
出
し
、
二
○
一
三
年
四
月
か
ら
の
施

行
を
め
ざ
す
。

　

今
回
、
報
告
が
出
さ
れ
た
背
景
に
あ
る
の

は
、
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
が
段
階
的
に
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
現
行
制
度
の

ま
ま
で
は
六
〇
歳
以
降
、
仕
事
も
な
く
、
か

つ
年
金
も
も
ら
え
な
い
労
働
者
が
生
じ
る
恐

れ
が
あ
る
。

　

老
齢
厚
生
年
金
の
定
額
部
分
の
支
給
開
始

年
齢
は
二
○
一
三
年
に
六
五
歳
へ
の
引
き
上

げ
が
完
了
し
、
さ
ら
に
同
年
か
ら
報
酬
比
例

部
分
の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
も
開
始

さ
れ
る
。

　

厚
生
労
働
省
は
引
き
上
げ
に
対
応
す
る
た

め
、「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関

す
る
法
律
」（
改
正
高
齢
法
）
を
改
正
し
、

二
○
○
六
年
か
ら
施
行
し
て
い
る
。
改
正
の

内
容
は
①
定
年
の
引
き
上
げ
②
継
続
雇
用
制

度
の
導
入
③
定
年
の
定
め
の
廃
止
―
―
の
い

ず
れ
か
に
よ
り
、
段
階
的
に
六
五
歳
ま
で
の

継
続
雇
用
を
確
保
す
る
こ
と
を
企
業
に
義
務

付
け
た
。

　

だ
が
、
こ
の
改
正
高
齢
法
で
は
、
労
使
協

定
に
よ
り
、
継
続
雇
用
の
対
象
と
な
る
高
齢

者
に
健
康
状
態
や
人
事
評
価
な
ど
な
ん
ら
か

の
基
準
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
六
五
歳
ま
で
希
望
者

全
員
の
雇
用
を
確
保
す
る
制
度
に
な
っ
て
い

な
か
っ
た
。

　

厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
二
○
一
一
年
の

高
年
齢
者
雇
用
状
況
に
よ
る
と
、
六
五
歳
ま

で
の
雇
用
確
保
策
を
導
入
し
て
い
る
企
業
の

割
合
は
九
五
・
七
％
。
し
か
し
、
希
望
者
全

員
が
六
五
歳
以
上
ま
で
働
け
る
企
業
の
割
合

は
四
七
・
九
％
と
半
数
に
満
た
な
い
。

　

ま
た
、
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
に
よ
り
雇

用
確
保
措
置
を
講
じ
て
い
る
企
業
の
う
ち
、

五
六
・
八
％
が
、
対
象
と
な
る
高
齢
者
の
基

準
を
設
け
て
い
る
。

当
面
、
段
階
的
な
経
過
措
置
も
設
け
る

　

こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
報
告

で
は
、
継
続
雇
用
の
対
象
と
な
る
人
を
選
別

す
る
基
準
制
度
を
廃
止
す
べ
き
こ
と
が
柱
と

し
て
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

部
会
で
の
議
論
の
経
過
で
は
、
使
用
者
側

の
委
員
が
「（
基
準
は
）
労
使
自
治
の
観
点

か
ら
妥
当
な
制
度
。
廃
止
し
た
場
合
、
若
年

者
雇
用
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
反
発
。
さ

ら
に「
基
準
の
維
持
が
難
し
い
の
で
あ
れ
ば
、

新
た
な
基
準
が
必
要
」
と
の
意
見
も
出
さ
れ

た
。

　

そ
こ
で
当
面
の
間
、
年
金
の
支
給
開
始
年

齢
の
段
階
的
な
引
き
上
げ
に
合
わ
せ
て
、
そ

の
年
齢
ま
で
希
望
者
全
員
の
雇
用
を
確
保
す

れ
ば
よ
い
と
す
る
経
過
措
置
を
盛
り
込
ん

だ
。
た
と
え
ば
、
老
齢
厚
生
年
金
の
報
酬
比

例
部
分
の
支
給
開
始
年
齢
が
六
一
歳
に
引

き
上
げ
ら
れ
る
二
○
一
三
年
度
で
あ
れ
ば
、

六
一
歳
ま
で
希
望
者
全
員
を
再
雇
用
す
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
る
。

関
連
企
業
で
の
受
け
入
れ
も

　

今
後
、
就
労
を
希
望
す
る
高
齢
者
が
増
え

た
場
合
、
一
つ
の
企
業
内
で
雇
用
を
確
保
す

る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
①
親

会
社
②
子
会
社
③
親
会
社
の
子
会
社
④
関
連

会
社
―
―
で
の
受
け
入
れ
も
認
め
る
こ
と
に

し
た
。

　

法
定
年
齢
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
は
、「
企

業
の
労
務
管
理
上
、
極
め
て
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
」
な
ど
の
理
由
か
ら
、導
入
を
断
念
。

「
企
業
の
労
務
管
理
上
の
様
々
な
課
題
に
関

す
る
環
境
整
備
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
中
長

期
的
に
検
討
し
て
い
く
べ
き
課
題
」
に
と
ど

め
た
。

　

現
行
の
高
齢
法
で
は
、
雇
用
確
保
実
施
措

置
を
実
施
し
て
い
な
い
企
業
に
対
し
、指
導
、

勧
告
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

従
わ
な
い
悪
質
な
企
業
に
つ
い
て
は
、
企
業

名
を
公
表
す
る
こ
と
も
検
討
す
る
。

「
生
涯
現
役
社
会
」
の
実
現
に
向
け

た
環
境
整
備
も
提
言

　

報
告
で
は
、
今
後
の
方
向
性
と
し
て
、「
生

涯
現
役
社
会
」
の
実
現
に
向
け
た
環
境
の
整

備
も
求
め
た
。

　

二
○
二
五
年
に
は
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者

が
全
人
口
の
三
割
を
越
え
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
、
労
働
力
人
口
の
減
少
が
危
惧
さ
れ
て
い

る
。
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
、
少
な
い
労

働
者
が
多
く
の
高
齢
者
を
支
え
る
い
び
つ
な

構
造
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
高
年
齢
者
に

で
き
る
限
り
長
く
働
い
て
も
ら
う
必
要
が
あ

る
。

　

報
告
で
は
中
高
年
齢
者
の
厳
し
い
雇
用
情

勢
下
で
も
再
就
職
で
き
る
よ
う
支
援
の
強
化

を
求
め
た
。
具
体
的
に
は
、
定
年
ま
で
雇
用

さ
れ
て
い
た
企
業
以
外
で
も
再
就
職
で
き
る

よ
う
定
年
前
か
ら
産
業
雇
用
安
定
セ
ン
タ
ー

や
有
料
職
業
紹
介
事
業
者
を
通
じ
た
支
援
を

行
う
ほ
か
、
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
を
周
知
す
る

こ
と
で
、
労
働
者
自
身
が
職
務
経
歴
や
職
業

能
力
を
棚
卸
し
て
、
職
業
選
択
の
方
向
付
け

を
行
っ
た
り
、
必
要
な
職
業
訓
練
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
提
言
さ
れ
て

い
る
。

　

連
合
は
同
日
、
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者

を
選
別
で
き
る
基
準
制
度
の
廃
止
が
盛
り
込

ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
雇
用
と
年
金
の

確
実
な
接
続
に
向
け
、
希
望
者
全
員
の
六
五

歳
ま
で
の
雇
用
確
保
が
実
現
す
る
も
の
で
あ

り
、『
報
告
』
に
盛
り
込
ま
れ
た
意
義
は
大

き
い
」
な
ど
と
評
価
す
る
南
雲
弘
行
事
務
局

長
の
談
話
を
公
表
し
た
。（

調
査
・
解
析
部
）
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65
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
を
明
記
―
労
政
審
部
会
報
告




